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(57)【要約】
【課題】従来技術のクレジットカードなどの使用限度額
の変更は、予め定められた使用限度額内での利用実績に
応じて算出変更されるものである。そのため他者からの
送金を受金することなどでユーザの所持金が当該クレジ
ットカード契約時の平均所得以上に増えたとしても、カ
ード会社に逐一連絡などして所定の手続きを経なければ
それが使用限度額に反映されることは無い。
【解決手段】以上の課題解決のため、本発明は、他者か
らの送金などを受金することで使用限度額を引上げるこ
とができるよう、当該カードに対する入金を適時受付可
能に管理する機能を備えるホワイトカード使用限度額引
き上げシステムを提供する。さらに、このシステムでは
、受金にのみ利用可能な受金ＩＤと、消費使用に利用可
能な消費使用ＩＤとを別々のＩＤとし、両者を関連付け
て管理することで安全に受金と消費を行うことができる
ことを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用限度額をホワイトカードに紐づけられた入金額に応じて引き上げることが可能で、
受金にのみ利用可能な受金ＩＤと、消費使用に利用可能な消費使用ＩＤとの二種類のＩＤ
を有するホワイトカードに対する入金システムであって、
　ホワイトカードに対する入金に際して、入金すべきホワイトカードの受金ＩＤを取得す
る受金ＩＤ取得部と、
　そのホワイトカードの使用限度額を引き上げようとする額の入金を受け付けた旨の情報
である入金受付情報を取得する入金受付情報取得部と
　取得した受金ＩＤと、入金受付情報とを関連付けて出力する出力部と、
を有するホワイトカード使用限度額引上指示装置と、
　受金ＩＤと関連付けられた入金受付情報をホワイトカード使用限度額引上指示装置から
受信する受信部と、
　受信した入金受付情報に関連付けられたホワイトカード受金ＩＤと紐付けられている消
費使用ＩＤをホワイトカードＩＤ管理装置から取得する消費使用ＩＤ取得部と、
　取得した消費使用ＩＤと関連付けた使用限度額引上額を含む引上命令を送信する引上命
令送信部と、
を有する引上命令装置と、
　消費使用ＩＤと受金ＩＤとを紐付けた紐付テーブルを保持する紐付テーブル保持部と、
　引上命令装置から受金ＩＤを受信する受金ＩＤ受信部と、
　受信した受金ＩＤに紐付けられている消費使用ＩＤを紐付テーブルから取得して引上命
令装置に送信する消費使用ＩＤ送信部と、
　を有するホワイトカードＩＤ管理装置と、
からなるホワイトカード使用限度額引き上げシステム。
【請求項２】
　引上命令装置から引上命令を受信する引上命令受信部と、
　消費使用ＩＤと使用限度額とを関連付けたテーブルである使用限度額テーブルを保持す
る使用限度額テーブル保持部と、
　受信した引上命令に応じて使用限度額テーブル中の消費使用ＩＤと関連付けられた使用
限度額を変更する使用限度額変更部と、
　を有するホワイトカード管理サーバ装置
をさらに有する請求項１に記載のホワイトカード使用限度額引き上げシステム。
【請求項３】
　　入金をしようとする利用者の個人特定をするための免許証、保険証、パスポートなど
公的に個人を特定することが可能な書類の画像情報または／及び文字情報と関連付けられ
た個人ＩＤおよびその個人ＩＤで特定される利用者用のパスワードを保持する個人ＩＤ保
持部と、
　　引上命令装置からパスワードと個人ＩＤとの対からなる特定要求を取得する特定要求
取得部と、
　　取得した特定要求に含まれるパスワードと個人ＩＤの対が個人ＩＤ保持部に保持され
ているパスワードと個人ＩＤとの対と合致したか判断する判断部と、
　　判断結果が合致したとの判断結果である場合には、その旨を示す情報である結果情報
を返信する結果情報返信部と、
を有する個人認証サーバ装置をさらに有し、
　前記引上命令装置は、
　　入金をしようとする利用者からパスワードと個人ＩＤとの対の入力を受け付ける個人
ＩＤ入力受付部と、
　　受け付けたパスワードと個人ＩＤとの対を特定要求として前記個人認証サーバ装置に
送信する個人ＩＤ送信部と、
　　送信した特定要求に応じて個人認証サーバ装置から返信される結果情報を受信する結
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果情報受信部と、
　　結果情報を受信した場合にのみ引上命令の送信を可能とする引上命令送信制御部と、
を有する請求項１または２に記載のホワイトカード使用限度額引上げシステム。
【請求項４】
　　入金をしようとする利用者の個人特定をするための免許証、保険証、パスポートなど
公的に個人を特定することが可能な書類の画像情報または／及び文字情報と関連付けられ
た個人ＩＤおよびその個人ＩＤで特定される利用者用のパスワードを保持する個人ＩＤ保
持部と、
　　ホワイトカード使用限度額引上指示装置からパスワードと個人ＩＤとの対からなる特
定要求を取得する特定要求取得部と、
　　取得した特定要求に含まれるパスワードと個人ＩＤの対が個人ＩＤ保持部に保持され
ているパスワードと個人ＩＤとの対と合致したか判断する判断部と、
　　判断結果が合致したとの判断結果である場合には、その旨を示す情報である結果情報
を返信する結果情報返信部と、
を有する個人認証サーバ装置をさらに有し、
　ホワイトカード使用限度額引上指示装置は、
　　入金をしようとする利用者からパスワードと個人ＩＤとの対の入力を受け付ける個人
ＩＤ入力受付部と、
　　受け付けたパスワードと個人ＩＤとの対を特定要求として前記個人認証サーバ装置に
送信する個人ＩＤ送信部と、
　　送信した特定要求に応じて個人認証サーバ装置から返信される結果情報を受信する結
果情報受信部と、
　　結果情報を受信した場合にのみ取得した受金ＩＤと、入金受付情報とを関連付けて出
力するように出力部を制御する出力部制御部と、
を有する請求項１または２に記載のホワイトカード使用限度額引上げシステム。
【請求項５】
　使用限度額をホワイトカードに紐づけられた入金額に応じて引き上げることが可能で、
受金にのみ利用可能な受金ＩＤと、消費使用に利用可能な消費使用ＩＤとの二種類のＩＤ
を有するホワイトカードに対する入金システムであり、
　ホワイトカード使用限度額引上指示装置と、引上命令装置と、ホワイトカードＩＤ管理
装置と、からなる入金システムの動作方法であって、
ホワイトカード使用限度額引上指示装置は、
　ホワイトカードに対する入金に際して、入金すべきホワイトカードの受金ＩＤを取得す
る受金ＩＤ取得ステップと、
　そのホワイトカードの使用限度額を引き上げようとする額の入金を受け付けた旨の情報
である入金受付情報を取得する入金受付情報取得ステップと
　取得した受金ＩＤと、入金受付情報とを関連付けて出力する出力ステップと、
を計算機に実行させ、
引上命令装置は、
　受金ＩＤと関連付けられた入金受付情報をホワイトカード使用限度額引上指示装置から
受信する受信ステップと、
　受信した入金受付情報に関連付けられたホワイトカード受金ＩＤと紐付けられている消
費使用ＩＤをホワイトカードＩＤ管理装置から取得する消費使用ＩＤ取得ステップと、
　取得した消費使用ＩＤと関連付けた使用限度額引上額を含む引上命令を送信する引上命
令送信ステップと、
を計算機に実行させ、
ホワイトカードＩＤ管理装置は、
　消費使用ＩＤと受金ＩＤとを紐付けた紐付テーブルを保持する紐付テーブル保持部を有
するとともに、
　引上命令装置から受金ＩＤを受信する受金ＩＤ受信ステップと、
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　受信した受金ＩＤに紐付けられている消費使用ＩＤを紐付テーブルから取得して引上命
令装置に送信する消費使用ＩＤ送信ステップと、
を計算機に実行させる、
ホワイトカード使用限度額引き上げシステムの動作方法。
【請求項６】
　ホワイトカード管理サーバ装置をさらに有するホワイトカード使用限度額引き上げシス
テムの動作方法であって、
ホワイトカード管理サーバ装置は、
　消費使用ＩＤと使用限度額とを関連付けたテーブルである使用限度額テーブルを保持す
る使用限度額テーブル保持部を有するとともに、
　引上命令装置から引上命令を受信する引上命令受信ステップと、
　受信した引上命令に応じて使用限度額テーブル中の消費使用ＩＤと関連付けられた使用
限度額を変更する使用限度額変更ステップと、
を計算機に実行させる
請求項５に記載のホワイトカード使用限度額引き上げシステムの動作方法。
【請求項７】
　個人認証サーバ装置をさらに有するホワイトカード使用限度額引き上げシステムの動作
方法であって、
個人認証サーバ装置は、
　入金をしようとする利用者の個人特定をするための免許証、保険証、パスポートなど公
的に個人を特定することが可能な書類の画像情報または／及び文字情報と関連付けられた
個人ＩＤおよびその個人ＩＤで特定される利用者用のパスワードを保持する個人ＩＤ保持
部を有するとともに、
　引上命令装置からパスワードと個人ＩＤとの対からなる特定要求を取得する特定要求取
得ステップと、
　取得した特定要求に含まれるパスワードと個人ＩＤの対が個人ＩＤ保持部に保持されて
いるパスワードと個人ＩＤとの対と合致したか判断する判断ステップと、
　判断結果が合致したとの判断結果である場合には、その旨を示す情報である結果情報を
返信する結果情報返信ステップと、
を計算機に実行させ、
　前記引上命令装置は、
　入金をしようとする利用者からパスワードと個人ＩＤとの対の入力を受け付ける個人Ｉ
Ｄ入力受付ステップと、
　　受け付けたパスワードと個人ＩＤとの対を特定要求として前記個人認証サーバ装置に
送信する個人ＩＤ送信ステップと、
　　送信した特定要求に応じて個人認証サーバ装置から返信される結果情報を受信する結
果情報受信ステップと、
　　結果情報を受信した場合にのみ引上命令の送信を可能とする引上命令送信制御ステッ
プと、
をさらに計算機に実行させる請求項５または６に記載のホワイトカード使用限度額引上げ
システムの動作方法。
【請求項８】
　個人認証サーバ装置をさらに有するホワイトカード使用限度額引き上げシステムの動作
方法であって、
個人認証サーバ装置は、
　入金をしようとする利用者の個人特定をするための免許証、保険証、パスポートなど公
的に個人を特定することが可能な書類の画像情報または／及び文字情報と関連付けられた
個人ＩＤおよびその個人ＩＤで特定される利用者用のパスワードを保持する個人ＩＤ保持
部を有するとともに、
　ホワイトカード使用限度額引上指示装置からパスワードと個人ＩＤとの対からなる特定
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要求を取得する特定要求取得ステップと、
　取得した特定要求に含まれるパスワードと個人ＩＤの対が個人ＩＤ保持部に保持されて
いるパスワードと個人ＩＤとの対と合致したか判断する判断ステップと、
　判断結果が合致したとの判断結果である場合には、その旨を示す情報である結果情報を
返信する結果情報返信ステップと、
を計算機に実行させ、
　前記ホワイトカード使用限度額引上指示装置は、
　入金をしようとする利用者からパスワードと個人ＩＤとの対の入力を受け付ける個人Ｉ
Ｄ入力受付ステップと、
　　受け付けたパスワードと個人ＩＤとの対を特定要求として前記個人認証サーバ装置に
送信する個人ＩＤ送信ステップと、
　　送信した特定要求に応じて個人認証サーバ装置から返信される結果情報を受信する結
果情報受信ステップと、
　　結果情報を受信した場合にのみ取得した受金ＩＤと、入金受付情報とを関連付けて出
力するように出力ステップを制御する出力部制御ステップと、
をさらに計算機に実行させる請求項５または６に記載のホワイトカード使用限度額引上げ
システムの動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品購入などに際して決済のために使用されるカードに関して、その使用限
度額を適宜変更可能とし、さらにその変更を安全に行うための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザは信販会社と契約し交付されるいわゆる「クレジットカード」を利用する
ことで、現金を持たずに買い物をすることができる。このクレジットカードは、契約時に
例えばユーザの支払能力などに応じて所定期間内で使用可能な金額（使用限度額）が設定
され、その使用限度額の中であれば、このクレジットカードを店頭で提示したり、ネット
ショップにてカード番号を入力したりすることで自由に買い物を行うことができるように
なっている。
【０００３】
　しかし上記従来のクレジットカードにおいては、その使用限度額に関しては契約時にあ
る程度固定されるため、限度額の引上げなどの変更がなかなかできない、あるいは煩雑な
手続きが必要となる、という課題がある。そこで下記特許文献１には、そのクレジットカ
ードの使用限度額を利用実績に応じて算出変更する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－０５９１９３公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記従来技術における使用限度額の変更は、予め定められた使用限度額内での
利用実績に応じて算出変更されるものであり、以下のようなケースには対応できないとい
う課題がある。すなわち他者からの送金を受金することなどでユーザの所持金が当該クレ
ジットカード契約時の平均所得以上に増えたとしても、カード会社に逐一連絡などして所
定の手続きを経なければそれが使用限度額に反映されることは無い。そのため、その増加
分を反映させたクレジットカードの利用をすることができない、という課題である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　以上の課題を解決するために、本発明は、他者からの送金などを受金することで使用限
度額を引上げることができるよう、当該カードに対する入金を適時受付可能に管理する機
能を備えるホワイトカード使用限度額引き上げシステムを提供する。さらに、このホワイ
トカード使用限度額引き上げシステムでは、受金にのみ利用可能な受金ＩＤと、消費使用
に利用可能な消費使用ＩＤとを別々のＩＤとし、両者を関連付けて管理することで安全に
受金と消費を行うことができることを特徴とする。
【０００７】
　具体的には、ホワイトカード使用限度額引上指示装置と、引上命令装置と、ホワイトカ
ードＩＤ管理装置と、からなるホワイトカード使用限度額引き上げシステムである。そし
て、ホワイトカード使用限度額引上指示装置は、ホワイトカードに対する入金に際して、
入金すべきホワイトカードの受金ＩＤを取得する受金ＩＤ取得部と、そのホワイトカード
の使用限度額を引き上げようとする額の入金を受け付けた旨の情報である入金受付情報を
取得する入金受付情報取得部と、取得した受金ＩＤと、入金受付情報とを関連付けて出力
する出力部と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、引上命令装置は、受金ＩＤと関連付けられた入金受付情報をホワイトカード使用
限度額引上指示装置から受信する受信部と、受信した入金受付情報に関連付けられたホワ
イトカード受金ＩＤと紐付けられている消費使用ＩＤをホワイトカードＩＤ管理装置から
取得する消費使用ＩＤ取得部と、取得した消費使用ＩＤと関連付けた使用限度額引上額を
含む引上命令を送信する引上命令送信部と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　また、ホワイトカードＩＤ管理装置は、消費使用ＩＤと受金ＩＤとを紐付けた紐付テー
ブルを保持する紐付テーブル保持部と、引上命令装置から受金ＩＤを受信する受金ＩＤ受
信部と、受信した受金ＩＤに紐付けられている消費使用ＩＤを紐付テーブルから取得して
引上命令装置に送信する消費使用ＩＤ送信部と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　また、さらに前記引上げ命令装置から送信された引上命令に応じて実際にカードの使用
限度額を引上げて使用できるよう管理するホワイトカード管理サーバ装置を有するホワイ
トカード使用限度額引き上げシステムも提供する。そして、そのホワイトカード管理サー
バ装置は、引上命令装置から引上命令を受信する引上命令受信部と、消費使用ＩＤと使用
限度額とを関連付けたテーブルである使用限度額テーブルを保持する使用限度額テーブル
保持部と、受信した引上命令に応じて使用限度額テーブル中の消費使用ＩＤと関連付けら
れた使用限度額を変更する使用限度額変更部と、を有することを特徴とする。
【００１１】
　また、例えば「１０万円以上の入金を行う場合には本人認証が必要」との法令に応じて
、入金しようとする利用者の身元を確認するための認証機能を有するホワイトカード使用
限度額引上げシステムも提供する。
【００１２】
　具体的には、上記構成に加えて、ホワイトカード使用限度額引上げシステムは、さらに
入金をしようとする利用者の個人特定をするための免許証、保険証、パスポートなど公的
に個人を特定することが可能な書類の画像情報と関連付けられた個人ＩＤおよびその個人
ＩＤで特定される利用者用のパスワードを保持する個人ＩＤ保持部と、ホワイトカード使
用限度引き上げ指示装置からパスワードと個人ＩＤとの対からなる特定要求を取得する特
定要求取得部と、取得した特定要求に含まれるパスワードと個人ＩＤの対が個人ＩＤ保持
部に保持されているパスワードと個人ＩＤとの対と合致したか判断する判断部と、判断結
果が合致したとの判断結果である場合には、その旨を示す情報である結果情報を返信する
結果情報返信部と、を有する個人認証サーバ装置を有する。
【００１３】
　そして前記引上命令装置が、入金をしようとする利用者からパスワードと個人ＩＤとの
対の入力を受け付ける個人ＩＤ入力受付部と、受け付けたパスワードと個人ＩＤとの対を
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特定要求として前記個人認証サーバ装置に送信する個人ＩＤ送信部と、送信した特定要求
に応じて個人認証サーバ装置から返信される結果情報を受信する結果情報受信部と、結果
情報を受信した場合にのみ引上命令の送信を可能とする引上命令送信制御部と、を有する
ことを特徴とする。
【００１４】
　あるいは、利用者の身元を確認するための認証機能を有する別のホワイトカード使用限
度額引上げシステムも提供する。具体的には、上記構成に加えてホワイトカード使用限度
額引上げシステムは、さらに入金をしようとする利用者の個人特定をするための免許証、
保険証、パスポートなど公的に個人を特定することが可能な書類の画像情報と関連付けら
れた個人ＩＤおよびその個人ＩＤで特定される利用者用のパスワードを保持する個人ＩＤ
保持部と、ホワイトカード使用限度引き上げ指示装置からパスワードと個人ＩＤとの対か
らなる特定要求を取得する特定要求取得部と、取得した特定要求に含まれるパスワードと
個人ＩＤの対が個人ＩＤ保持部に保持されているパスワードと個人ＩＤとの対と合致した
か判断する判断部と、判断結果が合致したとの判断結果である場合には、その旨を示す情
報である結果情報を返信する結果情報返信部と、を有する個人認証サーバ装置をさらに有
する。
【００１５】
　そして前記ホワイトカード使用限度額引上指示装置が、入金をしようとする利用者から
パスワードと個人ＩＤとの対の入力を受け付ける個人ＩＤ入力受付部と、受け付けたパス
ワードと個人ＩＤとの対を特定要求として前記個人認証サーバ装置に送信する個人ＩＤ送
信部と、送信した特定要求に応じて個人認証サーバ装置から返信される結果情報を受信す
る結果情報受信部と、結果情報を受信した場合にのみ取得した受金ＩＤと、入金受付情報
とを関連付けて出力するように出力部を制御する出力部制御部と、を有することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のような構成をとる本発明によって、他者から送金などを受金することでユーザの
手元にある利用可能な金額が増えたことをリアルタイムに反映し、それを買い物などの支
払に利用することができるカードをユーザに提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例１のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおけるカードの利用形
態の一例を説明するための概念図
【図２】実施例１のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける機能ブロックの
一例を表す図
【図３】実施例１のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける受金ＩＤ取得の
ためのＧＵＩ画面の一例を表す図
【図４】実施例１のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおいて紐付テーブル保
持部に保持されている紐付テーブルの一例を表す概念図
【図５】実施例１のホワイトカード使用限度額引き上げシステムのホワイトカード使用限
度額引上指示装置におけるハードウェア構成の一例を表す図
【図６】実施例１のホワイトカード使用限度額引き上げシステムの引上命令装置における
ハードウェア構成の一例を表す図
【図７】実施例１のホワイトカード使用限度額引き上げシステムのホワイトカードＩＤ管
理装置におけるハードウェア構成の一例を表す図
【図８】実施例１のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける処理の流れの一
例を表すフローチャート
【図９】実施例２のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける機能ブロックの
一例を表す図
【図１０】実施例２のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける使用限度額の
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変更処理の一例を説明するための図
【図１１】実施例２のホワイトカード使用限度額引き上げシステムのホワイトカード管理
サーバ装置におけるハードウェア構成の一例を表す図
【図１２】実施例２のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける処理の流れの
一例を表すフローチャート
【図１３】実施例３のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける機能ブロック
の一例を表す図
【図１４】実施例３のホワイトカード使用限度額引き上げシステムの個人認証サーバ装置
におけるハードウェア構成の一例を表す図
【図１５】実施例３のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける処理の流れの
一例を表すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、図を用いて本発明の実施の形態を説明する。なお、本発明はこれら実施の形態
に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実
施しうる。
【００１９】
　なお、実施例１は、主に請求項１、５について説明する。また、実施例２は、主に請求
項２、６について説明する。また、実施例３は、主に請求項３、４、７、８について説明
する。
【００２０】
　≪実施例１≫
【００２１】
　　<概要>
【００２２】
　図１は、本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおけるカードの利用
形態の一例を説明するための概念図である。例えば、ユーザαがユーザβに１万円の入金
を行おうと考えた。そこでユーザαは、自身の携帯端末などを利用して本システムによる
使用限度額引上サービスを利用するためのＷｅｂサイトにアクセスする。そして入金先の
ユーザβの携帯電話番号とその入金額とを当該Ｗｅｂサイトの画面に入力し、さらに自身
のユーザＩＤやパスワードなどと合せて登録処理を行う。すると当該Ｗｅｂサイトを管理
するサーバ装置では、入力された情報を元に認証コードを生成し、データベースに蓄積保
持する。
【００２３】
　そして図１（ａ）に示すように、ユーザαがコンビニなどを訪れ本サービスを実際に利
用する際に、ユーザＩＤやパスワードなどを入力し認証コードの返信リクエストを行う。
そして上記サーバ装置にてユーザＩＤとパスワードの組を元に登録ユーザである旨の認証
が為されると、データベースに蓄積保持されている認証コードがユーザの携帯端末などに
返信される。そしてコンビニなどの店頭端末（ホワイトカード使用限度額引上指示装置）
に当該認証コードを読取らせることにより、ユーザβの携帯電話番号および入金額を入力
する。そしてその金額分の金銭をコンビニのレジにて支払う。すると店頭端末では、その
実際に入金がなされた旨を示す情報である入金受付情報を生成し、図１（ｂ）に示すよう
に、その入金受付情報と入金先を特定するためのβの携帯電話番号とを関連付けて、カー
ドの使用限度額を引上げるための命令を出力する装置（引上命令装置）に対して送信する
。
【００２４】
　もちろん、引上命令装置への情報送信に関しては、第三や第四の装置を介して送信され
ても良いし、直接送信されても良い。
【００２５】
　すると、その引上命令装置では、図１（ｃ）に示すように例えば本システムの管理者が
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管理する装置（ホワイトカードＩＤ管理装置）に対して携帯電話番号を転送し、入金すべ
きホワイトカードの消費使用ＩＤについて問合せを行う。そしてホワイトカードＩＤ管理
装置では携帯電話番号等の入金用のＩＤと、カードを消費使用する際のＩＤとを紐付けて
管理しており、上記引上命令装置からの問合せに応じてカードの消費使用ＩＤを返信する
。
【００２６】
　そして図１（ｄ）に示すように、引上命令装置ではその返信された消費使用ＩＤととも
に、例えばカードを発行する信販会社などの装置に対してカードの使用限度額を引上げる
命令を出力する。すると、当該消費使用ＩＤで識別されるカードについて「１万円」の入
金があったことが信販会社などにて確認され、当該カードをその１万円分増加した限度額
内で使用することができる、という具合である。
【００２７】
　このようにして、本システムを利用することで、他者からの入金などに応じてリアルタ
イムにカードの使用限度額を引上げることができる。また、カードへの入金時に入金先を
指定するＩＤ（携帯電話番号等）と、実際にカードにて支払いをする際に消費使用ＩＤと
が別であるため、送金者などに消費使用ＩＤを知らせなくとも受金を行うことができるの
で、安全に受金と消費を行うことができる。
【００２８】
　なお、上記説明における各装置を管理する主体は一例であって、それ以外の主体によっ
て管理されても良いし、例えば引上命令装置とホワイトカード管理装置が一の主体によっ
て管理されても良い。例えばセキュリティ上、引上命令装置はカードを発行する機関ごと
に一つずつ設置されるケースが考えられるが、もちろん統一的に一の主体が管理しても良
い。また、逆にホワイトカードＩＤ管理装置は、サービス提供者が統合的に管理するケー
スが考えられるが、カードを発行する機関ごとに一つずつ設置されるなどしても良い。ま
た、例えば引上命令装置とホワイトカード管理装置など複数の装置が物理的に一の装置と
して実現されていても良いし、逆に一の装置が物理的に複数の装置を組み合わせて実現さ
れても良い。また、最初のユーザ登録などに応じた認証コードの生成など無しに、ホワイ
トカード使用限度額引上指示装置に直接ユーザαの携帯電話番号および入金額などが入力
されるよう構成しても良い。
【００２９】
　　<機能的構成>
【００３０】
　図２は、本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける機能ブロック
の一例を表す図である。なお、以下に記載する本システムを構成する各装置の機能ブロッ
クは、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの両方として実
現され得る。具体的には、コンピュータを利用するものであれば、ＣＰＵや主メモリ、バ
ス、あるいは二次記憶装置（ハードディスクや不揮発性メモリ、ＣＤやＤＶＤなどの記憶
メディアとそれらメディアの読取ドライブなど）、情報入力に利用される入力デバイス、
印刷機器や表示装置、その他の外部周辺装置などのハードウェア構成部、またその外部周
辺装置用のインターフェース、通信用インターフェース、それらハードウェアを制御する
ためのドライバプログラムやその他アプリケーションプログラム、ユーザ・インターフェ
ース用アプリケーションなどが挙げられる。
【００３１】
　そして主メモリ上に展開したプログラムに従ったＣＰＵの演算処理によって、入力デバ
イスやその他インターフェースなどから入力され、メモリやハードディスク上に保持され
ているデータなどが加工、蓄積されたり、上記各ハードウェアやソフトウェアを制御する
ための命令が生成されたりする。また、この発明はシステムとして実現できるのみでなく
、方法としても実現可能である。また、このような発明の一部をソフトウェアとして構成
することができる。さらに、そのようなソフトウェアをコンピュータに実行させるために
用いるソフトウェア製品、及び同製品を固定した記録媒体も、当然にこの発明の技術的な



(10) JP 2011-65391 A 2011.3.31

10

20

30

40

50

範囲に含まれる（本明細書の全体を通じて同様である）。
【００３２】
　そして本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムは、「ホワイトカード使
用限度額引上指示装置」（０２００）と、「引上命令装置」（０２１０）と、「ホワイト
カードＩＤ管理装置」（０２２０）と、からなる。
【００３３】
　　（ホワイトカード使用限度額引上指示装置の構成要件）
【００３４】
　まず、「ホワイトカード使用限度額引上指示装置」の構成要件について説明する。なお
、この「ホワイトカード使用限度額引上指示装置」は、下記構成要件を備え、中央処理装
置との間で情報を有線、無線、あるいは基盤接続によって入出力する装置をいい、例えば
コンビニやサービスステーション、旅行代理店、その他各種店舗など設置された店頭端末
に組み込まれ実現することができる。あるいは、エンドユーザの利用するＰＣ（パーソナ
ル・コンピュータ）や携帯電話やゲーム端末などの携帯端末などに組み込まれ実現するこ
ともできる。
【００３５】
　そして図２にあるように、「ホワイトカード使用限度額引上指示装置」（０２００）は
、「受金ＩＤ取得部」（０２０１）と、「入金受付情報取得部」（０２０２）と、「出力
部」（０２０３）と、を有する。
【００３６】
　「受金ＩＤ取得部」（０２０１）は、ホワイトカードに対する入金に際して、入金すべ
きホワイトカードの受金ＩＤを取得する機能を有する。なお「ホワイトカード」とは、本
システムによって管理されるカードをいい、もちろんその名称はホワイトカードに限定さ
れない。また、「受金ＩＤ」とは、受金にのみ利用可能なＩＤをいう。ただし「受金にの
み利用可能」とは、ホワイトカードとの関係において受金にのみ利用され消費使用には利
用されない、という意味であり、ホワイトカードとの関係の無い場面において各種利用が
なされるＩＤも含まれる。したがって例えば受金用に発行される専用ＩＤのほか、携帯／
固定電話番号や電子メールアドレス、住民基本台帳番号なども含まれる。
【００３７】
　そして、この受金ＩＤ取得部は、例えばＧＵＩやその他入力デバイス、あるいはバーコ
ードリーダなどの情報読取装置などによって実現することができる。具体的に、例えば上
記例のようにコンビニの店頭端末にて実現されるのであれば、ＧＵＩなどを介して直接受
金ＩＤが入力され取得する形態が挙げられる。また、図３に示すようにユーザの携帯電話
など別の端末にて入力されコード変換された受金ＩＤを、店頭端末のコードリーダで読取
る、あるいはユーザの携帯端末に入力されたそれら情報を近距離無線通信で受信するなど
の形態も挙げられる。また、そのコードは、受金ＩＤのほか入金予定額なども含み変換さ
れたコードであっても良い。また、その受金ＩＤなどを含み生成されたコードは、複数に
分割生成されており、この受金ＩＤ取得部では、その複数のコードを取得することで受金
ＩＤなどを取得するよう構成しても良い。
【００３８】
　また、前述のように携帯電話などのユーザ端末そのものがホワイトカード使用限度額引
上指示装置であっても良く、その場合、そのユーザ端末の「受金ＩＤ取得部」に例えばＧ
ＵＩなどを介して直接この受金ＩＤが入力されると良い。
【００３９】
　そして、ここで受付ける受金ＩＤが後述するホワイトカードの消費使用ＩＤとは別であ
るため、ホワイトカードの利用者以外の者は、受金ＩＤを知っていたとしてもホワイトカ
ードを消費に使用することができない。したがって本システムにおけるカードの管理にお
いて、その受金と消費を安全に行うことができる、という具合である。
【００４０】
　「入金受付情報取得部」（０２０２）は、入金受付情報を取得する機能を有する。「入
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金受付情報」とは、そのホワイトカードの使用限度額を引き上げようとする額の入金を受
け付けた旨の情報をいう。つまり、この入金受付情報は実際に入金のための支払があった
ことを示す情報である。そのためこの入金受付情報の生成は、コンビニやサービスステー
ション、旅行代理店、その他の店舗など実際の金銭の支払を受付ける側の装置で生成され
ることを前提とする。
【００４１】
　したがって、例えば当該店舗などの店頭端末やサーバ装置で入金があったことを確認す
ると、それに応じて入金受付情報が生成され、ホワイトカード使用限度額引上指示装置で
ある当該店頭端末などに取得される。あるいは、ホワイトカード使用限度額引上指示装置
が携帯電話などであれば、その店頭端末などで生成されたその情報が、通信やその他の情
報読取手段によって携帯電話の「入金受付情報取得部」に取得される、という具合である
。
【００４２】
　「出力部」（０２０３）は、取得した受金ＩＤと、入金受付情報とを関連付けて出力す
る機能を有し、例えばネットワークなどを介して次の引上命令装置にこれら情報を送信す
る、という具合である。
【００４３】
　　（引上命令装置の構成要件）
【００４４】
　次に、図２に戻り「引上命令装置」の構成要件について説明する。この図２にあるよう
に、「引上命令装置」（０２１０）は、「受信部」（０２１１）と、「消費使用ＩＤ取得
部」（０２１２）と、「引上命令送信部」（０２１３）と、を有する。
【００４５】
　「受信部」（０２１１）は、受金ＩＤと関連付けられた入金受付情報をホワイトカード
使用限度額引上指示装置から受信する機能を有し、例えばネットワーク網などを介してホ
ワイトカード使用限度額引上指示装置からこれら情報を受信する、という具合である。
【００４６】
　「消費使用ＩＤ取得部」（０２１２）は、受信した入金受付情報に関連付けられたホワ
イトカード受金ＩＤと紐付けられている消費使用ＩＤをホワイトカードＩＤ管理装置から
取得する機能を有する。なお「消費使用ＩＤ」は、ホワイトカードの利用者が消費使用に
利用可能な消費使用ＩＤをいい、基本的にはホワイトカードの利用者およびシステムの一
部管理者以外には知りえない機密情報であることを前提とする。
【００４７】
　このように、ホワイトカードＩＤ管理装置にて、ホワイトカードの利用者以外が入金に
利用するために知っている受金ＩＤ（例えば携帯電話番号：０９０－ｘｘｘ－ｘｘｘｘ）
を、利用者しか知らない消費使用ＩＤ（例えば秘密のカードＩＤ：０１２３）にコンバー
トすることで、このホワイトカードによる受金と消費を安全に行うことができる。なおホ
ワイトカードＩＤ管理装置における受金ＩＤから消費使用ＩＤへのコンバート処理の詳細
については、次のホワイトカードＩＤ管理装置の構成要件の説明にて記載する。
【００４８】
　「引上命令送信部」（０２１３）は、取得した消費使用ＩＤと関連付けた使用限度額引
上額を含む引上命令を送信する機能を有する。具体的には、例えば「カードＩＤ：０１２
３のカードに関して１万円の使用限度額を引上げる」といった命令を、ホワイトカードを
発行し管理する会社のサーバ装置などに送信する、という具合である。そして、その引上
命令を受信したサーバ装置では、そのホワイトカードの使用限度額を１万円分引き上げ、
買い物などで利用できるよう管理することができる。なお、「使用限度額引上額」は入金
された額面そのままでも良いし、手数料などを引いた額面や何らかの特典によって増加さ
れた額面などであっても良い。
【００４９】
　なお、この引上命令装置は、上記のように実際にカードの使用限度額を引上げるための
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トリガーとなる引上命令を送信する装置である。そのため、例えばその管理者などに悪意
ある者がいると、不正に（ホワイトカード使用限度額引上指示装置からの受金ＩＤと入金
受付情報の受信が無いにも関わらず）自己の受金ＩＤを対象とする引上命令を生成し送信
することなども想定される。そこで、本発明のホワイトカード使用限度額引上げシステム
では、この引上命令装置を物理的に２以上用意し、それぞれを別の管理主体に管理させる
よう構成しても良い。
【００５０】
　すなわち、第一の引上命令装置を専用に管理する主体のほかに、例えば上記概要で記載
したような認証コードの発行主体のもとにも上記構成を備える第二の引上命令装置を設置
しておく。そして、認証コードの発行主体の装置が前述のようにユーザ登録などに応じて
認証コードを生成し、それをコンビニなどの店頭端末に送信した際に、当該認証コードに
関連付けて入金受付情報の返信待ち状態となるよう構成する。そしてホワイトカード使用
限度額引上指示装置からの受金ＩＤと入金受付情報を、第一と第二双方（さらに第三、第
四・・・）の引上命令装置に対して出力されるよう構成することで、２以上の主体が別々
に管理する引上命令装置に受金ＩＤと入金受付情報を受信するよう構成する。
【００５１】
　そして、それぞれの引上命令送信部において装置や管理主体のＩＤを含む引上命令を送
信するよう構成する。このように構成することで実施例２で後述するホワイトカード管理
サーバ装置では、受信した引上命令のＩＤを確認し、双方からの引上命令が揃わなければ
後述するような使用限度額の引上処理を行わない、という具合である。
【００５２】
　このような構成をとることで、引上命令装置のいずれかの管理主体に悪意ある者がいた
としても協力者を探す必要があるなど容易には不正を働くことができず、その抑止力とす
ることができる。
【００５３】
　　（ホワイトカードＩＤ管理装置）
【００５４】
　次に、「ホワイトカードＩＤ管理装置」の構成要件について説明する。図２にあるよう
に、「ホワイトカードＩＤ管理装置」（０２２０）は、「紐付テーブル保持部」（０２２
１）と、「受金ＩＤ受信部」（０２２２）と、「消費使用ＩＤ送信部」（０２２３）と、
を有する。
【００５５】
　「紐付テーブル保持部」（０２２１）は、消費使用ＩＤと受金ＩＤとを紐付けた紐付テ
ーブルを保持する機能を有し、例えばハードディスクドライブなどの各種記憶媒体によっ
て実現することができる。
【００５６】
　図４は、この紐付テーブルの一例を表す概念図である。この図にあるように、例えば携
帯電話番号「０９０－ｘｘｘ－ｘｘｘｘ」を受金ＩＤとし、それに対して消費使用ＩＤ「
０１２３」が関連付けられている。あるいは受金ＩＤである電子メールアドレス「α＠ｙ
ｙｙ．ｎｅ．ｊｐ」に対して消費使用ＩＤ「１２３４」、あるいは専用ＩＤ「ＵＳＥＲ－
００１」に対して消費使用ＩＤ「５４３２」が関連付けられている、という具合である。
【００５７】
　このようにして、送金者に消費使用ＩＤを知らせなくても、携帯電話番号などを指定す
ることで安全に受金し、ホワイトカードの使用限度額を引上げることができる。
【００５８】
　また、この紐付テーブルにて保持される消費使用ＩＤについては、固定ＩＤ（実際の消
費使用に利用されるカードＩＤ）と変動ＩＤ（１回のみの使いきりＩＤ）の２種類を合せ
て管理するよう構成し、引上命令装置に対して実際の消費に利用されるＩＤを知らせない
よう構成し、そのセキュリティ性を高めても良い。例えば、受金ＩＤを受信した際に、固
定ＩＤとは別に１回きりの変動ＩＤを新規に生成し、その変動ＩＤを消費使用ＩＤとして
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引上命令装置に送信する。そして、その変動ＩＤと固定ＩＤの組を、実際に引上命令にし
たがって使用限度額を引上げて管理する例えばホワイトカードの発行管理者のサーバ装置
に対して送信する、という具合である。
【００５９】
　「受金ＩＤ受信部」（０２２２）は、引上命令装置から受金ＩＤを受信する機能を有し
、例えばネットワーク網などを介して受信する、という具合である。また、このホワイト
カードＩＤ管理装置と引上命令装置が物理的に１つの装置で実現されている場合には、バ
ス線などを介して内部的に情報を送受信するよう構成すると良い。
【００６０】
　「消費使用ＩＤ送信部」（０２２３）は、受信した受金ＩＤに紐付けられている消費使
用ＩＤを紐付テーブルから取得して引上命令装置に送信する機能を有し、例えばＣＰＵな
どの論理演算処理によって上記テーブルを検索し、該当する消費使用ＩＤをネットワーク
網（あるいは内部バス線）などを介して返信する、という具合である。
【００６１】
　このように本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムによって、送金など
の受金によって一時的に増えた金額を元にカードを利用した支払をすることができる。ま
た、そのための受金を安全に行うことができる。
【００６２】
　なお、上記実施例では、ホワイトカード使用限度額引上指示装置から出力される受金Ｉ
Ｄと入金受付情報の出力先は引上命令装置として説明したが、ホワイトカードＩＤ管理装
置に送信するよう構成しても良い。その場合、ホワイトカードＩＤ管理装置は引上命令装
置を介さず直接受信した受金ＩＤを消費使用ＩＤにコンバートして、それを引上命令装置
に入金受付情報と合せて送信する、といった処理を行うことになる。このように、本発明
において各構成要件は様々な装置上に設けることができる。
【００６３】
　　<ハードウェア構成>
【００６４】
　図５，６，７を利用して、本システムの各装置におけるハードウェア構成の一例を説明
する。
【００６５】
　　（ホワイトカード使用限度額引上指示装置のハードウェア構成）
【００６６】
　図５は、本システムのホワイトカード使用限度額引上指示装置のハードウェア構成の一
例を表す図である。この図にあるように、本システムのホワイトカード使用限度額引上指
示装置は、各種演算処理を実行する「ＣＰＵ（中央演算装置）」（０５０１）と、「主メ
モリ」（０５０２）と、を備えている。また受金ＩＤ取得部である「コードリーダ」（０
５０３）や、入金受付情報取得部である「店内通信回路」（０５０４）、出力部である「
インターネット通信回路」（０５０５）も備えている。そしてそれらが「システムバス」
などのデータ通信経路によって相互に接続され、情報の送受信や処理を行う。
【００６７】
　また、「主メモリ」にはプログラムが読み出され、「ＣＰＵ」は読み出された当該プロ
グラムを参照し、プログラムで示される手順に従い各種演算処理を実行する。また、この
「主メモリ」や「フラッシュメモリ」にはそれぞれ複数のアドレスが割り当てられており
、「ＣＰＵ」の演算処理においては、そのアドレスを特定し格納されているデータにアク
セスすることで、データを用いた演算処理を行うことが可能になっている。
【００６８】
　なお、このホワイトカード使用限度額引上指示装置は、例えばコンビニなどの店頭端末
を例に挙げ説明するが、もちろんそれに限定されない。
【００６９】
　ここで、ユーザは予め自身の端末で生成した受金ＩＤと入金額を入力することで生成さ
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れたバーコードを印刷した紙をこのコンビニに持参し、それを「コードリーダ」に読取ら
せる。すると、「ＣＰＵ」は、受金ＩＤ取得プログラムを解釈し、それにしたがって読取
ったバーコードで示される受金ＩＤ、および入金額を「主メモリ」のアドレス１、２に格
納する。また、その入金額をレジに設置されたＰＯＳレジの店員向け画面に表示するよう
「店内通信回路」を介して出力する。
【００７０】
　そして、ユーザがコンビニの店員にその入金額で示した金銭を支払うと、店員は画面に
表示された入金額と支払額とを確認し、その額が一致すれば例えば画面上の「了承」ボタ
ンをタッチする。するとＰＯＳレジにて入金受付情報が生成され、それをホワイトカード
使用限度額引上指示装置は「店内通信回路」を介して受信し、「主メモリ」のアドレス３
に格納する。そして、「ＣＰＵ」は出力プログラムを解釈し、それにしたがって、「主メ
モリ」のアドレス１に格納されている受金ＩＤと、アドレス３に格納されている入金受付
情報とを関連付けて「インターネット通信回路」から引上命令装置に対して出力する。
【００７１】
　　（引上命令装置のハードウェア構成）
【００７２】
　図６は、本システムの引上命令装置のハードウェア構成の一例を表す図である。この図
にあるように、本システムの引上命令装置は、各種演算処理を実行し、また消費使用ＩＤ
取得部である「ＣＰＵ（中央演算装置）」（０６０１）と、「主メモリ」（０６０２）と
、を備えている。また受信部および引上命令送信部である「インターネット通信回路」（
０６０３）も備えている。そしてそれらが「システムバス」などのデータ通信経路によっ
て相互に接続され、情報の送受信や処理を行う。
【００７３】
　ここで、「インターネット通信回路」にて受金ＩＤと入金受付情報とを受信すると、「
ＣＰＵ」は受信プログラムを解釈し、それにしたがって受信した受金ＩＤと入金受付情報
とを「主メモリ」のアドレス１，２に格納する。
【００７４】
　つづいて「ＣＰＵ」は消費使用ＩＤ取得プログラムを解釈し、それにしたがって「イン
ターネット通信回路」から受金ＩＤを含み、その受金ＩＤに関連付けられた消費使用ＩＤ
の返信リクエストを次に詳述するホワイトカードＩＤ管理装置に対して出力する。そして
、そのリクエストに応じて返信されてきた消費使用ＩＤを、「主メモリ」のアドレス３に
格納する。
【００７５】
　そして最後に「ＣＰＵ」は、引上命令送信プログラムを解釈し、それにしたがって「主
メモリ」のアドレス２に格納されている入金受付情報に含まれる入金額と、アドレス３に
格納されている消費使用ＩＤとを関連付けて引上命令を生成する。そして、例えばホワイ
トカードを発行管理しているサーバ装置に「インターネット通信回線」を介して送信する
、という具合である。
【００７６】
　　（ホワイトカードＩＤ管理装置のハードウェア構成）
【００７７】
　図７は、本システムのホワイトカードＩＤ管理装置のハードウェア構成の一例を表す図
である。この図にあるように、本システムのホワイトカードＩＤ管理装置は、各種演算処
理を実行する「ＣＰＵ（中央演算装置）」（０７０１）と、「主メモリ」（０７０２）と
、を備えている。また紐付テーブル保持部である「ＨＤＤ」（０７０３）や、受金ＩＤ受
信部および消費使用ＩＤ送信部である「インターネット通信回路」（０７０４）も備えて
いる。そしてそれらが「システムバス」などのデータ通信経路によって相互に接続され、
情報の送受信や処理を行う。
【００７８】
　ここで、「インターネット通信回路」にて上記返信リクエストを受信すると、「ＣＰＵ
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」は受金ＩＤ受信プログラムを解釈し、それにしたがって受信したリクエストに含まれる
受金ＩＤを「主メモリ」のアドレス１に格納する。
【００７９】
　つづいて「ＣＰＵ」は消費使用ＩＤ送信プログラムを解釈し、それにしたがって「主メ
モリ」のアドレス１に格納されている受金ＩＤをキーとして消費使用ＩＤを検索するため
、「ＨＤＤ」に保持されている紐付テーブルを参照し論理演算処理を行う。その結果、紐
付テーブルにて当該受金ＩＤに関連付けられた消費使用ＩＤを特定し、「主メモリ」のア
ドレス２に格納する。
【００８０】
　そして「ＣＰＵ」は、さらに消費使用ＩＤ送信プログラムを解釈し、それにしたがって
「主メモリ」のアドレス２に格納されている消費使用ＩＤをリクエストの送信元である引
上命令装置に「インターネット通信回線」を介して返信する、という具合である。
【００８１】
　　<処理の流れ>
【００８２】
　図８は、本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける処理の流れの
一例を表すフローチャートである。なお、以下に示すステップは、上記のような計算機の
各ハードウェア構成によって実行されるステップであっても良いし、媒体に記録され計算
機を制御するためのプログラムを構成する処理ステップであっても構わない。
【００８３】
　この図にあるように、まず、例えばコンビニの店頭端末やユーザの携帯端末などのホワ
イトカード使用限度額引上指示装置にて、入金すべきホワイトカードの受金ＩＤを取得す
る（ステップＳ０８０１）。その後、実際の支払などで入金を受け付けた旨の入金受付情
報をその入金額を含み取得する（ステップＳ０８０２）と、取得した受金ＩＤと、入金受
付情報とを関連付けて出力する（ステップＳ０８０３）。
【００８４】
　そして、引上命令装置にて、受金ＩＤと関連付けられた入金受付情報をホワイトカード
使用限度額引上指示装置から受信する（ステップＳ０８１１）と、受信した入金受付情報
に関連付けられたホワイトカード受金ＩＤをホワイトカードＩＤ管理装置に送信する（ス
テップＳ０８１２）。
【００８５】
　するとホワイトカードＩＤ管理装置にて、引上命令装置から受金ＩＤを受信し（ステッ
プＳ０８２１）、予め保持されている紐付テーブルを参照して消費使用ＩＤを取得する（
ステップＳ０８２２）。そしてその消費使用ＩＤを引上命令装置に返信する（ステップＳ
０８２３）。
【００８６】
　そして、引上命令装置では返信された消費使用ＩＤを取得し（ステップＳ０８１３）、
その取得した消費使用ＩＤと使用限度額引上額を含む引上命令を送信する（ステップＳ０
８１４）。
【００８７】
　　<効果の簡単な説明>
【００８８】
　本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムによって、送金などの受金によ
って一時的に増えた金額を元にカードを利用した支払をすることができる。また、そのた
めの受金を安全に行うことができる。
【００８９】
　≪実施例２≫
【００９０】
　　<概要>
【００９１】
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　本実施例は、上記実施例を基本として、さらに、引上命令装置から送信された引上命令
に応じてホワイトカードの使用限度額を引上げて使用できるよう管理する、例えばホワイ
トカードの発行会社などのサーバ装置である「ホワイトカード管理サーバ装置」を備える
ことを特徴とするホワイトカード使用限度額引き上げシステムである。
【００９２】
　この「ホワイトカード管理サーバ装置」では、消費使用ＩＤとその使用限度額とを関連
付けて管理し、引上命令を受信した場合、その使用限度額を変更する機能を有する。した
がって、例えば店舗などでホワイトカードが提示され、その店舗端末から消費使用ＩＤを
含むカードの使用可否の問合せを受付けた場合、その引上命令による使用限度額が変更さ
れたカードの利用可否判断をすることができる、という具合である。
【００９３】
　　<機能的構成>
【００９４】
　図９は、本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける機能ブロック
の一例を表す図である。この図にあるように、本実施例のホワイトカード使用限度額引き
上げシステムは、上記実施例１を基本として「ホワイトカード使用限度額引上指示装置」
（０９００）と、「引上命令装置」（０９１０）と、「ホワイトカードＩＤ管理装置」（
０９２０）と、を有する。なお、これら装置における機能ブロックなどは上記実施例にて
記載済みであるので、その説明は省略する。
【００９５】
　そして、本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムは、さらに「ホワイト
カード管理サーバ装置」（０９３０）を有することを特徴とする。
【００９６】
　　（ホワイトカード管理サーバ装置）
【００９７】
　図９に示すように、この「ホワイトカード管理サーバ装置」は、「引上命令受信部」（
０９３１）と、「使用限度額テーブル保持部」（０９３２）と、「使用限度額変更部」（
０９３３）と、を有する。
【００９８】
　「引上命令受信部」（０９３１）は、引上命令装置から引上命令を受信する機能を有し
、例えばインターネット網などを介して、この引上命令を取得する、という具合である。
【００９９】
　「使用限度額テーブル保持部」（０９３２）は、使用限度額テーブルを保持する機能を
有し、例えばＨＤＤなどの各種記憶媒体によって実現することができる。また、「使用限
度額テーブル」とは、消費使用ＩＤと使用限度額とを関連付けたテーブルをいい、これに
よって例えば実際に店舗などでカードが提示された際に、その使用限度額を参照して使用
可否の判断を行う、という具合である。そして、本実施例では、以下の構成によってこの
使用限度額が受金に応じて変更可能に構成されていることを特徴とする。
【０１００】
　「使用限度額変更部」（０９３３）は、受信した引上命令に応じて使用限度額テーブル
中の消費使用ＩＤと関連付けられた使用限度額を変更する機能を有する。
【０１０１】
　図１０は、この使用限度額の変更処理の一例を説明するための図である。この図１０（
ａ）にあるように、消費使用ＩＤ「０１２３」に関連付けられている使用限度額は、「１
０万円」である。ここで、ＩＤ：０１２３（受金ＩＤ：０９０－ｘｘｘ－ｘｘｘｘ）のホ
ワイトカードに対して１万円が入金されると、その旨の引上命令がこのホワイトカード管
理サーバ装置に受信される。すると、図１０（ｂ）に示すように、消費使用ＩＤ「０１２
３」に関連付けられている使用限度額が「１１万円」に更新される、という具合である。
【０１０２】
　なお、このホワイトカード管理サーバ装置では、その使用限度額内での支払が実行され
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た旨の情報を受付け、その支払金額分だけ使用限度額を引上げるよう構成すると良い。こ
のようにすることで、カードの受金および使用に応じてその使用限度額を適宜変更し管理
することができるようになる。
【０１０３】
　また前述のように、この使用限度額変更部では、２以上の引上命令装置からの引上命令
が揃わなければ、その使用限度額の変更処理を行わないよう構成しても良い。具体的には
、例えば引上命令に含まれるＩＤを参照し、２以上の引上命令装置それぞれから引上命令
が来ているか判断し、その判断結果にしたがって使用限度額の変更処理を行う、という具
合である。
【０１０４】
　　（本実施例の別の形態）
【０１０５】
　本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムは、さらに以下のような構成を
有することで、入金受付情報（実際の金銭の入金があったことを示す情報）の取得無しに
、カードの使用限度額が引上げられたユーザβが、その引上分を別のユーザγに譲渡でき
るよう構成しても良い。
【０１０６】
　具体的には、「引上命令装置」が、今までに送信した引上命令の履歴を保持する「引上
命令送信履歴保持部」と、引上命令によって変更された使用限度額が残っているか否か確
認情報を取得する「使用限度額確認情報取得部」と、を有する。
【０１０７】
　そして例えば、ユーザβがＷｅｂアクセスなどで直接この引上命令装置にアクセスし、
ユーザγの携帯電話番号とその譲渡金額とを入力する。すると引上命令装置は、ユーザβ
のＩＤをキーとして「引上命令送信履歴保持部」を参照し、ユーザβのカード宛の引上命
令が今までに送信されたか否かを判断する。そして実際にユーザβのカード宛に引上命令
が送信されていれば、ホワイトカードの管理会社のサーバ装置に対して、その引上命令で
変更されたカードの使用限度額が譲渡金額分残っているか否かを確認するためのリクエス
トを送信する。なお、この確認リクエストの送信及び確認レスポンスの返信は、通常のク
レジットカードの使用限度額の確認システムなどを転用して実現しても良い。
【０１０８】
　そして、「使用限度額が譲渡金額分残っている」とのレスポンスを「使用限度額確認情
報取得部」にて取得した場合、それを入金受付情報の代わりとしてユーザγに対する使用
限度額変更のための入金が実際にある（残っている）と判断し、引上命令を送信する、と
いう具合である。もちろん、その場合ユーザβの使用限度額はその譲渡分引下げられ、使
用できないよう構成すると良い。
【０１０９】
　　<ハードウェア構成>
【０１１０】
　　（ホワイトカード管理サーバ装置のハードウェア構成）
【０１１１】
　図１１は、本システムのホワイトカード管理サーバ装置のハードウェア構成の一例を表
す図である。この図にあるように、本システムのホワイトカード管理サーバ装置は、各種
演算処理を実行し、かつ使用限度額変更部である「ＣＰＵ（中央演算装置）」（１１０１
）と、「主メモリ」（１１０２）と、を備えている。また使用限度額テーブル保持部であ
る「ＨＤＤ」（１１０３）や、引上命令受信部である「インターネット通信回路」（１１
０４）も備えている。そしてそれらが「システムバス」などのデータ通信経路によって相
互に接続され、情報の送受信や処理を行う。
【０１１２】
　ここで、「インターネット通信回路」にて、引上命令装置から送信された引上命令を受
信すると、「ＣＰＵ」は引上命令受信プログラムを解釈し、それにしたがって受信した引
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上命令に含まれる消費使用ＩＤとその入金額を「主メモリ」のアドレス１、２にそれぞれ
格納する。
【０１１３】
　つづいて「ＣＰＵ」は使用限度額変更プログラムを解釈し、それにしたがって「主メモ
リ」のアドレス１に格納されている消費使用ＩＤをキーとして「ＨＤＤ」に保持されてい
る使用限度額テーブルを参照し論理演算処理を行う。その結果、使用限度額テーブルにて
当該消費使用ＩＤに関連付けられた使用限度額を特定し、「主メモリ」のアドレス３に格
納する。
【０１１４】
　そして「ＣＰＵ」は、「主メモリ」のアドレス２に格納されている入金額を、アドレス
３に格納されている使用限度額に加算する演算処理を行い、額面が引上げられた使用限度
額を算出する。そして、その新たな使用限度額を「ＨＤＤ」に保持されている使用限度額
テーブルの該当レコードに書き込む、という具合である。
【０１１５】
　　<処理の流れ>
【０１１６】
　図１２は、本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける処理の流れ
の一例を表すフローチャートである。なお、以下に示すステップは、上記のような計算機
の各ハードウェア構成によって実行されるステップであっても良いし、媒体に記録され計
算機を制御するためのプログラムを構成する処理ステップであっても構わない。
【０１１７】
　なお、引上命令装置から引上命令が送信されるまでの処理については図８にて記載済み
であるのでその説明は省略する。
【０１１８】
　そして、ホワイトカード管理サーバ装置では、引上命令装置から送信された消費使用Ｉ
Ｄと使用限度額引上額を含む引上命令を受信する（ステップＳ１２３１）と、受信した引
上命令に含まれる消費使用ＩＤに応じて、予め保持されている使用限度額テーブル中で当
該消費使用ＩＤと関連付けられた使用限度額を取得する（ステップＳ１２３２）。そして
、引上命令に含まれる使用限度額引上額に応じて、その取得した使用限度額を変更する（
ステップＳ１２３２）。
【０１１９】
　　<効果の簡単な説明>
【０１２０】
　本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムによって、送金などの受金によ
って一時的に増えた金額を元にカードの使用限度額を変更可能に管理し、その変更される
使用限度額の範囲内でカードが使用可能か否かを判断することができる。
【０１２１】
　≪実施例３≫
【０１２２】
　　<概要>
【０１２３】
　本実施例は、上記実施例を基本として、さらに例えばコンビニの店頭や自身の端末など
を使ってホワイトカードへ入金をしようとする入金者を認証する機能を備えることを特徴
とするホワイトカード使用限度額引上げシステムである。
【０１２４】
　例えば２００９年９月現在の法令によると、他者に対して１０万円以上の入金を行う場
合、入金者の本人認証を行うよう定められている。そこで本実施例では、システム内で入
金者の本人認証をすることで、１０万円以上の入金を可能とすることができる。また、法
令に関わらず、入金者の本人認証を行うことで、詐欺などの何らかの悪意ある行為に利用
されることを抑止する効果も期待できる。
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【０１２５】
　具体的には、予めパスポートなどの写真やパスポートなどに記載された住所氏名などの
テキスト情報を個人認証サーバに登録させ、登録に応じて個人ＩＤとパスワードを当該登
録ユーザに発行する。そして入金に際しては、パスワードと個人ＩＤの組を入力させ、そ
の組が一致するかにより認証を行う、という具合である。
【０１２６】
　　<機能的構成>
【０１２７】
　図１３は、本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける機能ブロッ
クの一例を表す図である。この図にあるように、本実施例のホワイトカード使用限度額引
き上げシステムは、上記実施例１を基本として「ホワイトカード使用限度額引上指示装置
」（１３００）と、「引上命令装置」（１３１０）と、「ホワイトカードＩＤ管理装置」
（１３２０）と、を有する。また、実施例２を基本として、図示しない「ホワイトカード
管理サーバ装置」を備えていても良い。
【０１２８】
　そして、本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムは、さらに「個人認証
サーバ装置」（１３３０）を有する点、および「引上命令装置」または「ホワイトカード
使用限度額引上指示装置」が後述するような各構成要件を有する点を特徴とする。
【０１２９】
　　（個人認証サーバ装置）
【０１３０】
　図１３に示すように、「個人認証サーバ装置」（１３３０）は、「個人ＩＤ保持部」（
１３３１）と、「特定要求取得部」（１３３２）と、「判断部」（１３３３）と、「結果
情報返信部」（１３３４）と、を有する。
【０１３１】
　「個人ＩＤ保持部」（１３３１）は、入金をしようとする利用者の個人特定をするため
の免許証、保険証、パスポートなど公的に個人を特定することが可能な書類の画像情報ま
たは／及び文字情報と関連付けられた個人ＩＤおよびその個人ＩＤで特定される利用者用
のパスワードを保持する機能を有し、例えばＨＤＤやその他の記憶媒体によって実現する
ことができる。
【０１３２】
　なお、この個人ＩＤ保持部で保持される画像情報または／及び文字情報の取得や、個人
ＩＤおよび利用者用のパスワードの発行などについては様々な方法で実現されて良い。例
えば本システムを利用する際にユーザ登録を要求し、その登録に際して免許証、保険証、
パスポートなどの写しをＦＡＸにて送付させる。そして、そのＦＡＸデータを画像データ
として取り込むとともに、新規に個人ＩＤとパスワードを生成し、登録ユーザに返信する
、といった方法が挙げられる。また、その際に免許証のＦＡＸデータをＯＣＲ（光学式文
字読取装置）などで解析し、住所情報などの文字情報を同時に登録されるようにしても良
い。あるいは、別途ユーザ端末にて登録サーバなどにアクセスさせ、そこで表示されるＧ
ＵＩ画面などを介して、パスポートなどの公的に個人を特定することが可能な書類の情報
を文字情報として入力させて取得する方法なども挙げられる。
【０１３３】
　また、画像データを直接ユーザの端末から送信させて取得するよう構成しても良いし、
ユーザが任意に入力した個人ＩＤやパスワードを重複判定処理の後で登録できるよう構成
しても良い。
【０１３４】
　そして、いずれの場合においても、この個人ＩＤとパスワードの組を認証情報として保
持し、入金時に入力された組情報とのマッチング判断をすることで入金者の個人認証を実
現する、という具合である。また、この組情報には免許証、保険証、パスポートなど公的
に個人を特定することが可能な書類の「画像情報」や「文字情報」もデータとして関連付
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けられているため、後述するようにその画像情報や文字情報も合せて認証に利用すること
ができる。
【０１３５】
　なお、ここで保持されている個人ＩＤとパスワードの組とのマッチング処理に関して、
そのマッチング対象となる情報の送信元は引上命令装置またはホワイトカード使用限度額
引上指示装置のいずれからでも構わない。したがって、以下では両パターンにおける構成
要件について合せて説明する。
【０１３６】
　「特定要求取得部」（１３３２）は、引上命令装置またはホワイトカード使用限度額引
上指示装置からパスワードと個人ＩＤとの対からなる特定要求を取得する機能を有する。
具体的には、例えば入金時に店頭端末やユーザ端末（ホワイトカード使用限度額引上指示
装置）に個人ＩＤとパスワードとを入力させるためのＧＵＩを表示し、そこに入力された
個人ＩＤとパスワードの組を、直接ホワイトカード使用限度額引上指示装置から、あるい
は間接的に引上命令装置を経由して取得する、という具合である。
【０１３７】
　「判断部」（１３３３）は、取得した特定要求に含まれるパスワードと個人ＩＤの対が
個人ＩＤ保持部に保持されているパスワードと個人ＩＤとの対と合致したか判断する機能
を有し、例えばＣＰＵや主メモリ、判断プログラムなどによって実現することができる。
このようにして、入金者が確かに登録されているユーザか否かを判断し、本人認証を行う
ことができる。
【０１３８】
　また、この判断部での判断処理に関しては、さらに以下の情報を加味して判断されるよ
う構成しても良い。すなわち個人認証サーバ装置は、店頭端末などから特定要求を取得し
た際に、それに含まれる個人ＩＤ、パスワードに関連付けられた画像情報または文字情報
を当該店舗の店員向けシステムに返信する。そして、店員はその画像をディスプレイに表
示し、その入金者の実際の顔と画像の顔、あるいは別途記入提出された用紙に記載された
住所などの文字情報とが一致あるいは類似しているか否かを示す目視確認情報を店頭端末
に入力する。そして、パスワードと個人ＩＤとの対と合致したかに加えてその入力された
目視確認情報を加味して本人認証のための判断を行う、という具合である。
【０１３９】
　「結果情報返信部」（１３３４）は、判断結果が合致したとの判断結果である場合には
、その旨を示す情報である結果情報を返信する機能を有する。なお、判断結果が合致しな
いときでも、その合致しない旨を示す不一致結果情報を返信するよう構成しても良い。
【０１４０】
　また、その結果情報の返信先は、特定情報の送信元である引上命令装置またはホワイト
カード使用限度額引上指示装置となる。そして、結果情報が引上命令装置に返信される場
合は、結果情報に応じて引上命令の出力を制御することで、この本人認証結果を入金可否
に反映させる。一方、結果情報がホワイトカード使用限度額引上指示装置に返信される場
合は、結果情報に応じて取得した受金ＩＤと入金受付情報との出力を制御することで、こ
の本人認証結果を入金可否に反映させる、という具合である。
【０１４１】
　　（引上命令装置）
【０１４２】
　図１３に示すように、「引上命令装置」（１３１０）は、「個人ＩＤ入力受付部」（１
３１１）と、「個人ＩＤ送信部」（１３１２）と、「結果情報受信部」（１３１３）と、
「引上命令送信制御部」（１３１４）と、を有する。なお、上記実施例ですでに記載済み
の構成要件についての図示、および説明は省略する。
【０１４３】
　「個人ＩＤ入力受付部」（１３１１）は、入金をしようとする利用者からパスワードと
個人ＩＤとの対の入力を受け付ける機能を有し、例えば入金者による入金サービス開始操
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作などに応じて、パスワードと個人ＩＤとの対の入力を促すＧＵＩ画面を表示するなどの
方法が挙げられる。なお、引上命令装置が店頭端末やユーザ端末に組み込まれていない場
合、ユーザから直接、パスワードと個人ＩＤとの対の入力を受付けることができない。そ
のような場合には、店頭端末やユーザ端末に組み込まれているホワイトカード使用限度額
引上指示装置の機能によって上記ＧＵＩ画面などを店頭端末やユーザ端末上に表示し、入
力されたパスワードと個人ＩＤとの対を間接的に受け付けるよう構成すると良い。
【０１４４】
　また、この個人ＩＤ入力受付部は、さらに以下のような機能を有していても良い。すな
わち、前述のように現在の法令では１０万円以上の入金の場合個人認証が必要と定められ
ている。そこで、ユーザが受金ＩＤとともに入力した入金額が例えば１０万円など所定額
以上か否かをＣＰＵの演算処理により判断し、その判断結果に応じて１０万円以上などで
あれば個人ＩＤとパスワードの対の入力を受け付けるよう構成する、という具合である。
【０１４５】
　「個人ＩＤ送信部」（１３１２）は、受け付けたパスワードと個人ＩＤとの対を特定要
求として前記個人認証サーバ装置に送信する機能を有する。
【０１４６】
　「結果情報受信部」（１３１３）は、送信した特定要求に応じて個人認証サーバ装置か
ら返信される結果情報を受信する機能を有する。
【０１４７】
　「引上命令送信制御部」（１３１４）は、結果情報を受信した場合にのみ引上命令の送
信を可能とするよう制御する機能を有する。このようにして、個人ＩＤとパスワードの組
み合わせ（対）、また場合によっては画像情報を利用した店員などの目視による確認情報
を利用して本人認証を行い、本人と認証された場合にのみ引上命令を送信し、ホワイトカ
ードに対する入金処理を実行することができる。
【０１４８】
　　（ホワイトカード使用限度額引上指示装置）
【０１４９】
　図１３に示すように、「ホワイトカード使用限度額引上指示装置」（１３００）は、「
個人ＩＤ入力受付部」（１３０１）と、「個人ＩＤ送信部」（１３０２）と、「結果情報
受信部」（１３０３）と、「出力部制御部」（１３０４）と、を有する。なお、上記実施
例ですでに記載済みの構成要件についての図示、および説明は省略する。また、引上命令
装置における上記同名の構成要件も、その機能などは同様であるので説明は省略する。
【０１５０】
　「出力部制御部」（１３０４）は、結果情報を受信した場合にのみ取得した受金ＩＤと
、入金受付情報とを関連付けて出力するように出力部を制御する機能を有する。この構成
においても、個人ＩＤとパスワードの組み合わせ（対）、また場合によっては画像情報を
利用した店員などの目視による確認情報を利用して本人認証を行い、本人と認証された場
合にのみ引上命令を送信し、ホワイトカードに対する入金処理を実行することができる。
【０１５１】
　　<ハードウェア構成>
【０１５２】
　　（個人認証サーバ装置のハードウェア構成）
【０１５３】
　図１４は、本システムの個人認証サーバ装置のハードウェア構成の一例を表す図である
。この図にあるように、本システムの個人認証サーバ装置は、各種演算処理を実行し、か
つ判断部である「ＣＰＵ（中央演算装置）」（１４０１）と、「主メモリ」（１４０２）
と、を備えている。また個人ＩＤ保持部である「ＨＤＤ」（１４０３）や、特定要求取得
部および結果情報返信部である「インターネット通信回路」（１４０４）も備えている。
そしてそれらが「システムバス」などのデータ通信経路によって相互に接続され、情報の
送受信や処理を行う。
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【０１５４】
　ここで、「インターネット通信回路」にて、引上命令装置やホワイトカード使用限度額
引上指示装置から送信された個人ＩＤとパスワードの組を受信すると、「ＣＰＵ」は特定
要求取得プログラムを解釈し、それにしたがって受信した特定要求に含まれる個人ＩＤと
パスワードの組を「主メモリ」のアドレス１、２にそれぞれ格納する。
【０１５５】
　つづいて「ＣＰＵ」は判断プログラムを解釈し、それにしたがって「主メモリ」のアド
レス１に格納されている個人ＩＤをキーとして「ＨＤＤ」に保持されている個人ＩＤおよ
びパスワードを参照し論理演算処理を行う。その結果、当該個人ＩＤに関連付け保持され
ているパスワードを特定し、「主メモリ」のアドレス３に格納する。
【０１５６】
　また、ここで同じく個人ＩＤに関連付けて「ＨＤＤ」に保持されている画像情報や文字
情報を取得し、それを入金受付を行う店頭の店員向け端末に返信するよう構成しても良い
。その場合、その画像情報や文字情報を利用した店員の目視確認による目視認証情報が店
員向け端末に入力され、それを「インターネット通信回路」にて取得しても良い。
【０１５７】
　そして「ＣＰＵ」は、「主メモリ」のアドレス２と３に格納されているパスワードが一
致するか論理演算処理を行い、一致していればその旨を示す結果情報を「主メモリ」のア
ドレス４に格納する。そして、その結果情報を「インターネット通信回路」から引上命令
装置やホワイトカード使用限度額引上指示装置に返信する。
【０１５８】
　そして引上命令装置やホワイトカード使用限度額引上指示装置では、返信された結果情
報に応じて、引上命令の送信制御（引上命令装置）や、受金ＩＤと入金受付情報との関連
付け出力の制御（ホワイトカード使用限度額引上指示装置）を行う、という具合である。
【０１５９】
　　<処理の流れ>
【０１６０】
　図１５は、本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおける処理の流れ
の一例を表すフローチャートである。なお、以下に示すステップは、上記のような計算機
の各ハードウェア構成によって実行されるステップであっても良いし、媒体に記録され計
算機を制御するためのプログラムを構成する処理ステップであっても構わない。
【０１６１】
　なお、ホワイトカード使用限度額引上指示装置での受金ＩＤの取得から引上命令装置に
よる引上命令送信に関する処理の流れについては図８などで記載済みであるのでその説明
は省略する。
【０１６２】
　まず、個人認証サーバ装置は、例えばユーザ登録などを要求することで、入金をしよう
とする利用者の個人特定をするための免許証、保険証、パスポートなど公的に個人を特定
することが可能な書類の画像情報や文字情報を取得する（ステップＳ１５１１）。そして
その画像情報と関連付けて個人ＩＤおよびその個人ＩＤで特定される利用者用のパスワー
ドを生成、あるいは取得し、それらを関連付けて個人ＩＤ保持部に記録する（ステップＳ
１５１２）。
【０１６３】
　その後、その利用者が入金を行うためホワイトカード使用限度額引上指示装置での受金
ＩＤを入力する前または後に、引上命令装置、またはホワイトカード使用限度額引上指示
装置にて、入金をしようとする利用者からパスワードと個人ＩＤとの対の入力を受け付け
（ステップＳ１５０１）、そのパスワードと個人ＩＤとの対を特定要求として個人認証サ
ーバ装置に送信する（ステップＳ１５０２）。
【０１６４】
　そして個人認証サーバ装置では、引上命令装置またはホワイトカード使用限度額引上指
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プＳ１５１３）と、取得した特定要求に含まれるパスワードと個人ＩＤの対が個人ＩＤ保
持部に保持されているパスワードと個人ＩＤとの対と合致したか判断する（ステップＳ１
５１４）。そして判断結果が合致したとの判断結果である場合には、その旨を示す情報で
ある結果情報を引上命令装置またはホワイトカード使用限度額引上指示装置に返信する（
ステップＳ１５１５）。
【０１６５】
　そして引上命令装置では、結果情報を受信した場合にのみ引上命令の送信を可能とする
（ステップＳ１５０３Ａ）。あるいはホワイトカード使用限度額引上指示装置であれば、
結果情報を受信した場合にのみ取得した受金ＩＤと、入金受付情報とを関連付けて出力す
るように出力部を制御する（ステップＳ１５０３Ａ）。
【０１６６】
　　<効果の簡単な説明>
【０１６７】
　以上のように、本実施例のホワイトカード使用限度額引き上げシステムにおいて、入金
者の本人認証を行うことができる。したがって、例えば法令に沿った運用が可能になり、
また詐欺などに悪用されることを抑止する効果も期待できる。
【符号の説明】
【０１６８】
　０２００　ホワイトカード使用限度額引上指示装置
　０２０１　受金ＩＤ取得部
　０２０２　入金受付情報取得部
　０２０３　出力部
　０２１０　引上命令装置
　０２１１　受信部
　０２１２　消費使用ＩＤ取得部
　０２１２　引上命令送信部
　０２２０　ホワイトカードＩＤ管理装置
　０２２１　紐付テーブル保持部
　０２２２　受金ＩＤ受信部
　０２２３　消費使用ＩＤ送信部
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